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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第13期中 第14期中 第15期中 第13期 第14期

会計期間

自　平成22年
　　１月１日
至　平成22年
　　６月30日

自　平成23年
　　１月１日
至　平成23年
　　６月30日

自　平成24年
　　１月１日
至　平成24年
　　６月30日

自　平成22年
　　１月１日
至　平成22年
　　12月31日

自　平成23年
　　１月１日
至　平成23年
　　12月31日

売上高 (千円) 1,694,9981,434,2751,563,3373,538,5303,360,892

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △7,807 △143,903△94,814 56,741 65,829

当期純利益又は
中間(当期)純損失(△)

(千円) △12,503 △85,672 △87,506 △86,275 135,051

中間包括利益又は
包括利益

(千円) ― △82,800 △89,660 ― 131,461

純資産額 (千円) 2,726,8082,568,0822,692,6842,650,8832,782,344

総資産額 (千円) 11,710,97411,338,17911,067,81311,489,21111,379,795

１株当たり純資産額
(Ａ法)

(円) 37,717.8135,522.2737,245.7936,667.5938,485.99

１株当たり純資産額
(Ｂ法)

(円) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

１株当たり当期純利益
金額又は中間(当期)
純損失金額(△)

(円) △172.96△1,185.04△1,210.40△1,193.381,868.06

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 23.28 22.65 24.33 23.07 24.44

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 111,918△80,005 21,500 272,534 321,756

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △39,979 14,323 △58,702 △51,801 △20,079

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △90,771 △10,271△204,271△266,043△190,043

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(千円) 387,648 285,215 231,329 361,169 472,802

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(人)
460
(108)

472
(93)

485
(66)

463
(105)

464
(72)

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　従業員数は就業人員数を表示しております。

４　１株当たり純資産額(Ａ法)については、純資産額を普通株式と優先株式との合計の発行済株式数で除して算定してお

ります。
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５　１株当たり純資産額(Ｂ法)については、純資産額から普通株式に帰属しないと認められる額を控除した額を、普通株

式の発行済株式数で除して算定しております。

なお、普通株主に帰属しないと認められる額は、優先株式に対する優先分配相当額であります。

６　第14期中の中間包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号　平成22年６月

30日)を適用し、遡及処理しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第13期中 第14期中 第15期中 第13期 第14期

会計期間

自　平成22年
　　１月１日
至　平成22年
　　６月30日

自　平成23年
　　１月１日
至　平成23年
　　６月30日

自　平成24年
　　１月１日
至　平成24年
　　６月30日

自　平成22年
　　１月１日
至　平成22年
　　12月31日

自　平成23年
　　１月１日
至　平成23年
　　12月31日

売上高 (千円) 1,671,7171,415,4691,544,0203,493,4313,315,987

経常利益又は経常損失
（△）

(千円) 91,981 5,877 △18,208 172,205 162,004

中間(当期)純利益
又は中間純損失(△)

(千円) 63,367 △63,081 △23,945 132,873 115,876

資本金 (千円) 2,559,0002,559,0002,559,0002,559,0002,559,000

発行済株式総数 (株) 72,311 72,311 72,311 72,311 72,311

純資産額 (千円) 3,852,4103,859,5524,005,9483,919,7614,032,048

総資産額 (千円) 10,455,24010,334,93910,198,27710,410,69310,411,959

１株当たり純資産額
(Ａ法)

(円) 53,275.5853,374.3555,398.8854,206.9955,759.82

１株当たり純資産額
(Ｂ法)

(円) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

１株当たり中間(当期)
純利益金額又は
中間純損失金額(△)

(円) 876.32 △872.36 △331.15 1,837.531,602.47

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 36.85 37.34 39.28 37.65 38.73

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(人)
166
(37)

182
(33)

189
(19)

172
(33)

178
(26)

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　従業員数は就業人員数を表示しております。

４　１株当たり純資産額(Ａ法)については、純資産額を普通株式と優先株式との合計の発行済株式数で除して算定してお

ります。

５　１株当たり純資産額(Ｂ法)については、純資産額から普通株式に帰属しないと認められる額を控除した額を、普通株

式の発行済株式数で除して算定しております。

なお、普通株主に帰属しないと認められる額は、優先株式に対する優先分配相当額であります。
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２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３ 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

セグメントを作成していないため、事業所別の従業員数を示すと次のとおりであります。

 平成24年６月30日現在

事業所の名称 従業員数(人)

万木城カントリークラブ 77　( 2)

日立高鈴ゴルフ倶楽部 40　(22)

南茂原カントリークラブ 73　(17)

レイク相模カントリークラブ 85　(11)

平成倶楽部鉢形城コース 87　( 7)

山田ゴルフ倶楽部 84　( 7)

提出会社(管理部門) 39　( -)

合計 485　(66)

(注)　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は当中間連結会計期間の平均人員を(　)内に外数で記載しております。

 

(2) 提出会社の状況

 平成24年６月30日現在

従業員数(人) 189　(19)

(注)　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間会計期間の平均人員を(　)内に外数で記載しております。

 

(3) 労働組合の状況

現在、当社並びに連結子会社においては労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好な状態でありま

す。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間連結会計期間(平成24年1月1日～平成24年6月30日)における世界経済は、新興国・資源国に牽引される

形で穏やかな回復の兆しが見られるものの円高や欧州債務危機等の影響や原油価格上昇の影響も懸念され、足

元の景況感としては不透明な状況が続きました。

わが国経済は、東日本大震災の影響を受けながらも復興需要を背景として穏やかに回復しつつありますが、電

力供給の制約、雇用情勢や個人消費等は依然として厳しい状況が続き、更には円高・デフレの影響を受け、先行

き不透明な状況で推移いたしました。

このような経済情勢のもと、ゴルフ場業界におきましては、少子高齢化によるゴルファー人口の減少やプレー

料金の低価格等での競争激化に加え、原子力発電所事故による直接的・間接的(風評被害)な影響及び電気料金

の値上げもあり、厳しい事業環境下にありました。

このような状況の中、当社グループのゴルフ場は、サービス向上を中心とした”他コースとの徹底した差別化

”及び顧客ニーズにあった営業企画の提供により収益力の向上ならびに集客の推進に努めるとともに、経費の

削減に注力致しました。しかしながら震災後の影響が大きく、当中間連結会計期間の売上高は、1,563百万円(前

年同期比9.0％増)となり、この結果営業損益は、77百万円の営業損失(前年同期118百万円の営業損失)、経常損益

は94百万円の経常損失(前年同期143百万円の経常損失)となりました。中間純損益は、債務免除益15百万円を計

上したことにより87百万円の中間純損失(前年同期85百万円の中間純損失)となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、短期借入金の返済等に

より、前連結会計年度末に比べ241百万円減少し、231百万円(前連結会計年度末比51.1％減)となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における営業活動により得られた資金は、21百万円(前中間連結会計期間は80百万円の使

用)となりました。これは主にゴルフ場営業収入の増加等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における投資活動により使用した資金は、58百万円(前中間連結会計期間は14百万円の獲

得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出があったこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における財務活動により使用した資金は、204百万円(前中間連結会計期間は10百万円の

使用)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出があったこと等によるものであります。
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２ 【来場者数及び売上高の状況】

(1) 来場者数

当中間連結会計期間のゴルフ場来場者数を事業所ごとに示すと、次のとおりであります。

 

事業所の名称

当中間連結会計期間
(自　平成24年１月１日
至　平成24年６月30日) 前年同期比(％)

営業日数(日) 総来場者数(人)

万木城カントリークラブ 180 25,835 108.6

日立高鈴ゴルフ倶楽部 169 12,157 80.0

南茂原カントリークラブ 179 20,795 112.6

レイク相模カントリークラブ 168 19,668 104.5

平成倶楽部鉢形城コース 177 20,908 110.8

山田ゴルフ倶楽部 179 22,788 109.8

合計  122,151 105.4

 

(2) 売上高

当中間連結会計期間におけるゴルフ場営業収入及びその他の収入を事業所ごとに示すと次のとおりでありま

す。

 

事業所の名称

当中間連結会計期間
(自　平成24年１月１日
至　平成24年６月30日)

ゴルフ場営業収入
(千円)

前年同期比
(％)

その他収入
(千円)

前年同期比
(％)

万木城カントリークラブ 226,015 107.8 990 98.4

日立高鈴ゴルフ倶楽部 85,110 108.9 336 110.0

南茂原カントリークラブ 233,010 116.9 617 92.5

レイク相模カントリークラブ 267,577 105.9 1,301 212.1

平成倶楽部鉢形城コース 281,406 115.5 1,688 98.6

山田ゴルフ倶楽部 275,953 111.3 292 95.1

その他　(注)２ － － 189,036 95.4

合計 1,369,074 111.2 194,262 95.8

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　その他は主に、年会費及び名義書換料の収入であります。

 

３ 【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。
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４ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

なお、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況によるリスクは、引き続き下記のとおり存

在しております。

(1) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況によるリスク

預託金償還問題を起因としたゴルフ場業界の状況に鑑み、当社グル－プは会員の皆様の財産である会員権の

保全を図るために、当社グル－プが所有する首都圏６コ－スを統合して、会員権の権利拡大と財産価値を高める

株主共通会員制への移行を決定し、推進してまいりました。株主共通会員制への移行は順調に推移し、平成17年

12月期には債務超過も解消されました。

しかしながら、当社グル－プの当中間連結会計期間末(平成24年６月30日)現在の純資産は2,692百万円、会員

預り金残高は2,633百万円となり、また、短期借入金は4,744百万円となりました。この状況は今後の経済情勢及

び金利情勢の変動によっては、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。当該状況により当社グ

ループは当中間連結会計期間末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在してお

ります。

当該状況を解消すべく当社グル－プは、今後につきましても引き続き株主共通会員制移行を進め、サ－ビスの

向上・顧客ニ－ズにあった営業企画の提供及び経費低減により営業成績の向上及び財務体質の改善を図ってま

いります。

しかし、これらの対応策は進捗の途上であるため、当中間連結会計期間末においては継続企業の前提に関する

重要な不確実性が認められます。

 

５ 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グル－プの中間連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作

成されており、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロ－の状況を適正に表示しております。

 

(2) 当中間連結会計期間末の財政状態の分析

当社グル－プは、連結財務諸表作成初年度においてゴルフ場資産を時価まで評価減したことにより、債務超過

となりましたが、平成15年11月より株主共通会員制を導入し、平成17年12月期の連結会計年度末までに全会員の

９割を超える方が交換手続きを完了された結果、平成17年12月期の連結会計年度末で債務超過は解消されまし

た。当中間連結会計期間末におきましては、当社グル－プの連結上の会員預り金は2,633百万円(前連結会計年度

末比32百万円減)、短期借入金は4,744百万円(前連結会計年度末比193百万円減)となりました。また、純資産は当

中間連結会計期間の中間純損益が87百万円の中間純損失であったことなどにより、2,692百万円(前連結会計年

度末比89百万円減)となりました。
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(3) 当中間連結会計期間の経営成績の分析

当中間連結会計期間のわが国経済は、1.[業績等の概要]に記載のとおり、東日本大震災の影響を受けながらも

復興需要を背景として穏やかに回復しつつありますが、電力供給の制約、雇用情勢や個人消費等は依然として厳

しい状況が続き、更には円高・デフレの影響を受け、先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような経済情勢のもと、ゴルフ場業界におきましては、少子高齢化によるゴルファー人口の減少やプレー

料金の低価格等での競争激化に加え、原子力発電所事故による直接的・間接的(風評被害)な影響及び電気料金

の値上げもあり、厳しい事業環境下にありました。

このような状況の中、当社グループのゴルフ場は、サービス向上を中心とした”他コースとの徹底した差別化

”及び顧客ニーズにあった営業企画の提供により収益力の向上ならびに集客の推進に努めるとともに、経費の

削減に注力致しました。

しかしながら震災後の影響が大きく、当中間連結会計期間の売上高は、1,563百万円(前年同期比9.0％増)とな

り、この結果営業損益は、77百万円の営業損失(前年同期118百万円の営業損失)、経常損益は94百万円の経常損失

(前年同期143百万円の経常損失)となりました。中間純損益は、債務免除益15百万円を計上したことにより87百

万円の中間純損失(前年同期85百万円の中間純損失)となりました。

 

(4) 当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの分析

第２「事業の状況」１「業績等の概要」(2)キャッシュ・フロ－の状況に記載のとおりであります。

 

なお、４「事業等のリスク」に記載のとおり、当社グル－プには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ

うな状況が存在しております。

このような状況を解消すべく、当社グル－プにおいては、今後につきましても引き続き株主共通会員制移行を

進め、サ－ビスの向上、顧客ニ－ズにあった営業企画の提供及び経費低減により、営業成績の向上及び財務体質

の改善を図ってまいります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間における重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000

優先株式 99,740

計 199,740

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年９月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 60,000 60,000非上場・非登録 (注)１，２，３

Ａ種優先株式 10,301 10,301非上場・非登録 (注)２，３，４

Ｂ種優先株式 2,010 2,010非上場・非登録 (注)２，３，５

計 72,311 72,311 ― ―

(注) １　当社の普通株式は完全議決権株式であります。

２　当社の普通株式、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式については、単元株制度は採用しておりません。

３　当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。

４　Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) 残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株式を有する株主に対しＡ種優先株式１株につき400,000円までは

普通株式を有する株主に先立ち優先して分配を行う。

Ａ種優先株式の株主は、前記の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しない。

(2) 議決権

Ａ種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しない。

(3) 新株引受権等

Ａ種優先株式の株主は、当会社が株式の分割および新株式、新株予約権または新株予約権付社債の発行を行うと

き、これらの引受権を有しない。

(4) 会社法第322条第２項に規定する定款の定め

当社のＡ種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しないこと及び新株引受権等を有しないことを定款

で定めてあることから、新たにＡ種優先株式を募集する場合において、既発行のＡ種優先株式の株主を構成員とする

種類株主総会は開催いたしません。

(5) 議決権を有しないこととしている理由

当社が経営するゴルフ場の正会員となるために、所有することを要件としている株式であるためであります。
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５　Ｂ種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) 残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株式を有する株主に対しＢ種優先株式１株につき200,000円までは

普通株式を有する株主に先立ち優先して分配を行う。

Ｂ種優先株式の株主は、前記の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しない。

(2) 議決権

Ｂ種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しない。

(3) 新株引受権等

Ｂ種優先株式の株主は、当会社が株式の分割および新株式、新株予約権または新株予約権付社債の発行を行うと

き、これらの引受権を有しない。

(4) 会社法第322条第２項に規定する定款の定め

当社のＢ種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しないこと及び新株引受権等を有しないことを定款

で定めてあることから、新たにＢ種優先株式を募集する場合において、既発行のＢ種優先株式の株主を構成員とする

種類株主総会は開催いたしません。

(5) 議決権を有しないこととしている理由

当社が経営するゴルフ場の平日会員となるために、所有することを要件としている株式であるためであります。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年１月１日～
平成24年６月30日

― 72,311 ― 2,559,000 ― 2,529,000
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(6) 【大株主の状況】

  平成24年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

㈱ネオ二十一 東京都港区新橋２－９－１ 60,201 83.25

㈱グリーンリンクス 東京都中央区銀座８－８－７ 152 0.21

弥生不動産㈱ 東京都港区新橋２－９－１ 127 0.18

前田建設工業㈱ 東京都千代田区富士見２－10－26 89 0.12

㈱レオパレス21 東京都中野区本町２－54－11 81 0.11

㈱青葉 東京都中央区銀座７－６－19 62 0.09

㈱山田地建 東京都中央区銀座６－６－９ 54 0.07

㈲ハルソフト 埼玉県さいたま市南区鹿手袋５－16－７－105 33 0.05

㈱リアル・サポート 東京都港区新橋２－８－14 29 0.04

㈱三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１－３－２ 25 0.03

計 ― 60,853 84.15

 

なお、所有株式に係る議決権の個数は、以下のとおりであります。

  平成24年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数
(個)

総株主の
議決権に対する
所有議決権数
の割合(％)

㈱ネオ二十一 東京都港区新橋２－９－１ 60,000 100.00

計 ― 60,000 100.00
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成24年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式

Ａ種優先株式
10,301

Ｂ種優先株式
2,010

―

各種類の株式の内容は「１．株式等
の状況」の「(1)株式の総数等②発
行済株式」(注)に記載しておりま
す。

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

60,000
60,000 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 72,311 ― ―

総株主の議決権 ― 60,000 ―

 

② 【自己株式等】

    平成24年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

 

２ 【株価の推移】

当社の株式は、非上場株式であるため、該当事項はありません。

 

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省

令第24号)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(平成24年１月１日から平成24年

６月30日まで)及び中間会計期間(平成24年１月１日から平成24年６月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財

務諸表について、東日本監査法人により中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】
(1)【中間連結財務諸表】
①【中間連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当中間連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※3
 473,119

※3
 231,537

受取手形及び売掛金 113,630 101,117

営業未収入金 159,908 163,599

たな卸資産 41,979 41,039

短期貸付金 100,000 100,010

その他 216,197 266,132

貸倒引当金 △2,900 △2,900

流動資産合計 1,101,935 900,536

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2
 2,690,939

※2
 2,603,159

コース勘定 ※2
 3,203,262

※2
 3,203,262

土地 ※2
 2,345,334

※2
 2,345,334

リース資産（純額） 38,395 27,623

その他（純額） ※2
 538,572

※2
 531,872

有形固定資産合計 ※1
 8,816,504

※1
 8,711,253

無形固定資産 8,784 8,749

投資その他の資産

関係会社ゴルフ会員権 1,295,397 1,295,397

その他 268,051 260,180

貸倒引当金 △110,877 △108,303

投資その他の資産合計 1,452,571 1,447,273

固定資産合計 10,277,859 10,167,276

資産合計 11,379,795 11,067,813

負債の部

流動負債

買掛金 19,182 16,482

短期借入金 ※2
 4,937,800

※2
 4,744,300

リース債務 22,620 22,096

未払金 347,778 335,180

未払法人税等 40,353 15,201

賞与引当金 7,504 7,576

その他 217,530 294,221

流動負債合計 5,592,770 5,435,059

固定負債

リース債務 17,694 6,908

退職給付引当金 319,575 298,947

会員預り金 2,666,440 2,633,867

その他 970 347

固定負債合計 3,004,680 2,940,069

負債合計 8,597,450 8,375,128
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当中間連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,559,000 2,559,000

資本剰余金 2,529,000 2,529,000

利益剰余金 △2,264,757 △2,352,263

自己株式 △6,171 △6,171

株主資本合計 2,817,070 2,729,564

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △34,726 △36,880

その他の包括利益累計額合計 △34,726 △36,880

純資産合計 2,782,344 2,692,684

負債純資産合計 11,379,795 11,067,813

EDINET提出書類

株式会社山田クラブ２１(E04731)

半期報告書

17/59



②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】

（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高 1,434,275 1,563,337

売上原価 1,386,471 1,458,052

売上総利益 47,804 105,285

販売費及び一般管理費

給料 66,078 73,803

賞与引当金繰入額 733 1,880

支払報酬 14,987 14,467

賃借料 17,795 15,686

その他 66,847 76,929

販売費及び一般管理費合計 166,442 182,767

営業損失（△） △118,637 △77,482

営業外収益

受取利息 16,625 16,719

その他 8,146 12,726

営業外収益合計 24,771 29,445

営業外費用

支払利息 49,772 46,231

その他 265 546

営業外費用合計 50,037 46,778

経常損失（△） △143,903 △94,814

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,082 －

債務免除益 37,300 15,019

土地売却益 24,212 －

特別利益合計 63,595 15,019

特別損失

固定資産除却損 ※1
 1,781

※1
 3

特別損失合計 1,781 3

税金等調整前中間純損失（△） △82,090 △79,798

法人税、住民税及び事業税 3,582 7,707

少数株主損益調整前中間純損失（△） △85,672 △87,506

中間純損失（△） △85,672 △87,506
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【中間連結包括利益計算書】
（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前中間純損失（△） △85,672 △87,506

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,872 △2,154

その他の包括利益合計 2,872 △2,154

中間包括利益 △82,800 △89,660

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 △82,800 △89,660

少数株主に係る中間包括利益 － －
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③【中間連結株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年６月30日)

株主資本

資本金

当期首残高 2,559,000 2,559,000

当中間期末残高 2,559,000 2,559,000

資本剰余金

当期首残高 2,529,000 2,529,000

当中間期末残高 2,529,000 2,529,000

利益剰余金

当期首残高 △2,399,809 △2,264,757

当中間期変動額

中間純損失（△） △85,672 △87,506

当中間期変動額合計 △85,672 △87,506

当中間期末残高 △2,485,481 △2,352,263

自己株式

当期首残高 △6,171 △6,171

当中間期末残高 △6,171 △6,171

株主資本合計

当期首残高 2,682,019 2,817,070

当中間期変動額

中間純損失（△） △85,672 △87,506

当中間期変動額合計 △85,672 △87,506

当中間期末残高 2,596,346 2,729,564

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △31,136 △34,726

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

2,872 △2,154

当中間期変動額合計 2,872 △2,154

当中間期末残高 △28,264 △36,880

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △31,136 △34,726

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

2,872 △2,154

当中間期変動額合計 2,872 △2,154

当中間期末残高 △28,264 △36,880
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（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年６月30日)

純資産合計

当期首残高 2,650,883 2,782,344

当中間期変動額

中間純損失（△） △85,672 △87,506

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

2,872 △2,154

当中間期変動額合計 △82,800 △89,660

当中間期末残高 2,568,082 2,692,684
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△） △82,090 △79,798

減価償却費 124,792 126,562

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,006 △20,628

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,357 72

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,906 △1,061

受取利息及び受取配当金 △18,821 △18,187

支払利息 49,772 46,231

土地売却損益（△は益） △24,212 －

債務免除益 △37,300 △15,019

固定資産除却損 1,781 3

売上債権の増減額（△は増加） 37,040 45,547

仕入債務の増減額（△は減少） △5,282 △2,700

未払金の増減額（△は減少） △12,543 21,268

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,281 △9,962

会員預り金の増減額（△は減少） △9,036 △10,444

その他 △42,750 5,699

小計 △26,188 87,582

利息及び配当金の受取額 17,227 11,501

利息の支払額 △55,785 △45,203

法人税等の支払額 △15,258 △32,380

営業活動によるキャッシュ・フロー △80,005 21,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △10,249 △60,708

有形固定資産の売却による収入 24,930 －

短期貸付けによる支出 － △50

短期貸付金の回収による収入 － 40

長期貸付けによる支出 △882 △423

長期貸付金の回収による収入 － 2,440

その他 525 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 14,323 △58,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 75,000 －

短期借入金の返済による支出 △74,500 △193,500

リース債務の返済による支出 △10,771 △10,771

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,271 △204,271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △75,954 △241,473

現金及び現金同等物の期首残高 361,169 472,802

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1
 285,215

※1
 231,329
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【継続企業の前提に関する事項】

 

当中間連結会計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年６月30日）

ゴルフ場業界におきましては、預託金償還問題、低価格化競争など、依然として厳しい状況が続いております。かか

る状況下、当社グループは、連結財務諸表初年度（平成13年12月期）にゴルフ場資産を時価まで評価減した結果、債

務超過となりました。

これら預託金償還問題の解決及び債務超過の解消を行い、経営基盤を安定させるため、当社グループゴルフ場は、

預託金会員制から株主会員制へ転換するとともに、会員権の価値を上げるべく共通会員制への移行を提案し、会員の

大多数の賛同を得、株主共通会員制を導入いたしました。

その後、株主共通会員制への移行が順調に推移し、平成17年12月期の連結会計年度末に債務超過は解消されまし

た。当中間連結会計期間末の純資産は2,692,684千円、会員預り金残高は2,633,867千円となり、また、短期借入金は

4,744,300千円となりましたが、この状況は、今後の経済情勢及び金利情勢の変動によっては、財政状態及び経営成績

に影響を与える可能性があります。当該状況により当社グループは継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な状況が存在しております。

当該状況を解消すべく当社グループは、今後につきましても引き続き株主共通会員制移行を進め、サービスの向上

・顧客ニーズにあった営業企画の提供及び経費低減により、財務体質の改善と営業成績の向上を図ってまいります。

しかし、これらの対応策は進捗の途上であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

ます。

なお、中間連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な不確実性の影響を中間連

結財務諸表には反映しておりません。
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【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社数　８社

㈱二十一世紀新社

日本デベロ㈱

㈱五幸開発

㈱三友開発

㈱平成倶楽部

㈱レイク相模カントリークラブ

㈱山田ゴルフ倶楽部

日本浩観興業㈱

 

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社数　１社

㈱山田地建

 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

すべての連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。

 

４．会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

(a) その他有価証券

時価のあるもの

中間連結会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売

却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

総平均法による原価法

②たな卸資産

(a) 商品

総平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(b) 原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が、リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については財務内容評価法に基づき個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき中間連結会計期間負担額を計上しておりま

す。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計に関する実務指針(中間報告)(日本公認会計士協会　会計制

度委員会報告第13号)に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、中間連結会

計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な現金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(5) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

なお、仮受消費税と仮払消費税の中間連結会計期間末残高の相殺後の金額は、流動負債の「その他」に含めて

おります。
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【追加情報】

当中間連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。
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【注記事項】

(中間連結貸借対照表関係)

＊１　有形固定資産の減価償却累計額

 

 
前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当中間連結会計期間
(平成24年６月30日)

有形固定資産 10,444,841千円 10,572,555千円

 

＊２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当中間連結会計期間
(平成24年６月30日)

建物及び構築物 1,226,177千円 1,200,745千円

コース勘定 3,203,262千円 3,203,262千円

土地 2,345,334千円 2,345,334千円

その他 319,615千円 319,615千円

　計 7,094,389千円 7,068,958千円

 

担保付債務は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当中間連結会計期間
(平成24年６月30日)

短期借入金 4,656,500千円 4,463,000千円

 

＊３　会員預り金の返還請求者からの差押及びこれに関連して供託している資産は以下のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当中間連結会計期間
(平成24年６月30日)

預金 316千円 207千円

 

(中間連結損益計算書関係)

＊１　固定資産除却損の内訳は、以下の通りであります。

 

 
前中間連結会計期間

(自  平成23年１月１日
至  平成23年６月30日)

当中間連結会計期間
(自  平成24年１月１日
至  平成24年６月30日)

建物及び構築物 835千円 －

その他 945千円 3千円

　計 1,781千円 3千円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自　平成23年１月１日　至　平成23年６月30日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首
株式数(株)

増加株式数(株) 減少株式数(株)
当中間連結会計期間末

株式数(株)

発行済株式     

普通株式 60,000 ― ― 60,000

Ａ種優先株式 10,301 ― ― 10,301

Ｂ種優先株式 2,010 ― ― 2,010

合計 72,311 ― ― 72,311

自己株式     

Ａ種優先株式 16 ― ― 16

合計 16 ― ― 16

 

当中間連結会計期間(自　平成24年１月１日　至　平成24年６月30日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首
株式数(株)

増加株式数(株) 減少株式数(株)
当中間連結会計期間末

株式数(株)

発行済株式     

普通株式 60,000 ― ― 60,000

Ａ種優先株式 10,301 ― ― 10,301

Ｂ種優先株式 2,010 ― ― 2,010

合計 72,311 ― ― 72,311

自己株式     

Ａ種優先株式 16 ― ― 16

合計 16 ― ― 16

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

＊１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

 

 
前中間連結会計期間

(自  平成23年１月１日
至  平成23年６月30日)

当中間連結会計期間
(自  平成24年１月１日
至  平成24年６月30日)

現金及び預金勘定 285,532千円 231,537千円

拘束されている預金 △316千円 △207千円

現金及び現金同等物 285,215千円 231,329千円
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(リース取引関係)

１．所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　　前連結会計年度（平成23年12月31日）及び当中間連結会計期間（平成24年６月30日）

(借主側)

(1) リース取引開始日が平成20年１月１日以降のもの

①　リ－ス資産の内容

ゴルフ場におけるコース整備機械、乗用カート及びゴルフ場システム関連機器(その他)等であります。

②　リ－ス資産の減価償却の方法

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項　(2) 重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

(2) リース取引開始日が平成19年12月31日以前のもの

重要性が低下した為、注記を省略しております。

 

２．オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

前連結会計年度(自　平成23年１月１日　至　平成23年12月31日)

金融商品の時価等に関する事項

平成23年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)２参照)

 

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 473,119 473,119 ―

(2) 受取手形及び売掛金 113,630 113,630 ―

(3) 営業未収入金 159,908   

貸倒引当金 △2,900   

 157,008 157,008 ―

(4) 投資有価証券 67,492 67,492 ―

資産計 811,250 811,250 ―

(1) 短期借入金 4,937,800 4,937,800 ―

(2) 未払金 347,778 347,778 ―

負債計 5,285,578 5,285,578 ―

(注) １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)営業未収入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。また、営業未収入金については、貸倒引当金を控除しております。

(4) 投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事

項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

負債

(1) 短期借入金、(2)未払金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

 

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

非上場株式　※１ 404

関係会社ゴルフ会員権　※２ 1,295,397

会員預り金　※３ 2,666,440

※１　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投

資有価証券」には含めておりません。

２　関係会社ゴルフ会員権については、株式転換に伴い会員の方々より買い取った預託金債権であり、市場性が

なく、その契約内容から期間の算定が困難であることなどにより、合理的な将来キャッシュ・フローを見積

もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

３　会員預り金については、返還時期の算定が困難であることなどにより、合理的な将来キャッシュ・フローを

見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
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３　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお

ります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価

額が変動することがあります。

 

当中間連結会計期間(自　平成24年１月１日　至　平成24年６月30日)

金融商品の時価等に関する事項

平成24年６月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)２参照)

 

 
中間連結貸借対照表
計上額(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 231,537 231,537 ―

(2) 受取手形及び売掛金 101,117 101,117 ―

(3) 営業未収入金 163,599   

貸倒引当金 △2,900   

 160,699 160,699 ―

(4) 投資有価証券 65,338 65,338 ―

資産計 558,692 558,692 ―

(1) 短期借入金 4,744,300 4,744,300 ―

(2) 未払金 335,180 335,180 ―

負債計 5,079,480 5,079,480 ―

(注) １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)営業未収入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。また、営業未収入金については、貸倒引当金を控除しております。

(4) 投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事

項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

負債

(1) 短期借入金、(2)未払金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

 

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円)

非上場株式　※１ 404

関係会社ゴルフ会員権　※２ 1,295,397

会員預り金　※３ 2,633,867

※１　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投

資有価証券」には含めておりません。
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２　関係会社ゴルフ会員権については、株式転換に伴い会員の方々より買い取った預託金債権であり、市場性が

なく、その契約内容から期間の算定が困難であることなどにより、合理的な将来キャッシュ・フローを見積

もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

３　会員預り金については、返還時期の算定が困難であることなどにより、合理的な将来キャッシュ・フローを

見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

３　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお

ります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価

額が変動することがあります。
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(有価証券関係)

前連結会計年度(平成23年12月31日現在)

１　その他有価証券

 

 種類
連結貸借対照表
計上額(千円)

取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額
が
取得原価を超えるもの

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券    

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

(1) 株式 67,492 102,218 △34,726

(2) 債券    

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 67,492 102,218 △34,726

合計 67,492 102,218 △34,726

(注)　非上場株式(連結貸借対照表計上額　404千円)については、市場性がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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当中間連結会計期間(平成24年６月30日現在)

１　その他有価証券

 

 種類
中間連結貸借対照表
計上額(千円)

取得原価
(千円)

差額
(千円)

中間連結貸借対照表計
上額が取得原価を超え
るもの

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券    

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

中間連結貸借対照表計
上額が取得原価を超え
ないもの

(1) 株式 65,338 102,218 △36,880

(2) 債券    

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 65,338 102,218 △36,880

合計 65,338 102,218 △36,880

(注)　非上場株式(中間連結貸借対照表計上額　404千円)については、市場性がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら

れることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

 

(資産除去債務関係)

当社グループのゴルフ場土地賃貸借契約の一部には、原状回復義務が付帯されておりますが、当社グループ

は、ゴルフ場事業から撤退する計画がないため、当該契約を自動更新契約としております。

また、当該契約対象の土地は、ゴルフ場以外の利用が困難であることから、契約解除となる蓋然性が極めて低

いと考えております。

従って、当該契約の継続期間を合理的に見積もることができないため、当該債務に見合う資産除去債務を計上

しておりません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、ゴルフ場の経営及びこれに付帯する事業を営む単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。

 

【関連情報】

前中間連結会計期間(自　平成23年１月１日　至　平成23年６月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、

記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載して

おりません。

 

当中間連結会計期間(自　平成24年１月１日　至　平成24年６月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、

記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載して

おりません。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社山田クラブ２１(E04731)

半期報告書

37/59



(１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 

項目
前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当中間連結会計期間
(平成24年６月30日)

(1) １株当たり純資産額(Ａ法) 38,485円99銭 37,245円79銭

(算定上の基礎)   

純資産の部の合計額(千円) 2,782,344 2,692,684

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 2,782,344 2,692,684

期末の普通株式数(普通株式と同等の株式を含
む)(株)

72,295 72,295

期末の普通株式数(株) 60,000 60,000

期末の優先株式数(株) 12,295 12,295

(2) １株当たり純資産額(Ｂ法) 0円0銭 0円 0銭

(算定上の基礎)   

純資産の部の合計額(千円) 2,782,344 2,692,684

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 2,782,344 2,692,684

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 0 0

期末の普通株式数(株) 60,000 60,000

(3) １株当たり優先分配相当額   

Ａ種優先株式 231,438円49銭 222,720円91銭

Ｂ種優先株式 200,000円 0銭 200,000円 0銭

(注)　１．１株当たり純資産額（Ａ法）については、純資産額を普通株式と優先株式の発行済株式数の合計で除して算出してお

ります。

　　　２．１株当たり純資産額（Ｂ法）については、純資産額から普通株主に帰属しないと認められる額を控除した額を、普通株式

の発行済株式数で除して算出しております。

　　　　　なお、普通株主に帰属しないと認められる額は、「（3）１株当たり優先分配相当額」をご参照下さい。

 

項目
前中間連結会計期間
(自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成24年１月１日
至　平成24年６月30日)

(4) １株当たり中間純損失金額 1,185円04銭 1,210円40銭

(算定上の基礎)   

中間純損失(千円) 85,672 87,506

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る中間純損失(千円) 85,672 87,506

普通株式(普通株式と同等の株式を含む)の
期中平均株式数(株)

72,295 72,295

普通株式の期中平均株式数(株) 60,000 60,000

優先株式の期中平均株式数(株) 12,295 12,295
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(注)  潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】
(1)【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当中間会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 354,387 172,611

売掛金 40,284 33,175

営業未収入金 94,746 97,901

たな卸資産 12,210 11,570

短期貸付金 5,166,047 5,055,898

未収入金 1,275,903 1,426,095

その他 15,404 15,367

貸倒引当金 △1,746,723 △1,803,302

流動資産合計 5,212,261 5,009,317

固定資産

有形固定資産

リース資産（純額） 27,487 20,064

その他（純額） ※2
 67,502

※2
 71,623

有形固定資産合計 ※1
 94,989

※1
 91,688

無形固定資産 268 233

投資その他の資産

投資有価証券 67,492 65,338

関係会社ゴルフ会員権 4,848,567 4,848,567

その他 188,381 183,132

投資その他の資産合計 5,104,440 5,097,038

固定資産合計 5,199,698 5,188,959

資産合計 10,411,959 10,198,277

負債の部

流動負債

買掛金 3,338 3,377

短期借入金 ※2
 5,109,027

※2
 4,915,527

リース債務 16,799 17,213

未払金 547,280 512,504

未払法人税等 12,983 9,998

賞与引当金 3,442 3,618

その他 ※3
 118,861

※3
 198,028

流動負債合計 5,811,734 5,660,268

固定負債

リース債務 15,157 6,474

退職給付引当金 110,149 94,912

債務保証損失引当金 442,745 430,641

その他 125 31

固定負債合計 568,177 532,060

負債合計 6,379,911 6,192,328
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当中間会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,559,000 2,559,000

資本剰余金

資本準備金 2,529,000 2,529,000

資本剰余金合計 2,529,000 2,529,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,020,873 △1,044,819

利益剰余金合計 △1,020,873 △1,044,819

株主資本合計 4,067,126 4,043,180

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △35,078 △37,232

評価・換算差額等合計 △35,078 △37,232

純資産合計 4,032,048 4,005,948

負債純資産合計 10,411,959 10,198,277
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②【中間損益計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高 1,415,469 1,544,020

売上原価 1,201,380 1,300,055

売上総利益 214,089 243,964

販売費及び一般管理費 165,376 182,846

営業利益 48,712 61,118

営業外収益

受取利息 9,592 9,128

受取配当金 2,154 1,436

債務保証損失引当金戻入額 － 12,103

その他 1,080 7,491

営業外収益合計 12,827 30,159

営業外費用

支払利息 55,506 52,470

貸倒引当金繰入額 － 56,578

その他 155 438

営業外費用合計 55,662 109,487

経常利益又は経常損失（△） 5,877 △18,208

特別利益

貸倒引当金戻入額 149 －

特別利益合計 149 －

特別損失

債務保証損失引当金繰入額 66,604 －

関係会社株式評価損 － 3,232

特別損失合計 66,604 3,232

税引前中間純損失（△） △60,576 △21,440

法人税、住民税及び事業税 2,505 2,505

中間純損失（△） △63,081 △23,945
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③【中間株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年６月30日)

株主資本

資本金

当期首残高 2,559,000 2,559,000

当中間期末残高 2,559,000 2,559,000

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 2,529,000 2,529,000

当中間期末残高 2,529,000 2,529,000

資本剰余金合計

当期首残高 2,529,000 2,529,000

当中間期末残高 2,529,000 2,529,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 △1,136,750 △1,020,873

当中間期変動額

中間純損失（△） △63,081 △23,945

当中間期変動額合計 △63,081 △23,945

当中間期末残高 △1,199,831 △1,044,819

利益剰余金合計

当期首残高 △1,136,750 △1,020,873

当中間期変動額

中間純損失（△） △63,081 △23,945

当中間期変動額合計 △63,081 △23,945

当中間期末残高 △1,199,831 △1,044,819

株主資本合計

当期首残高 3,951,249 4,067,126

当中間期変動額

中間純損失（△） △63,081 △23,945

当中間期変動額合計 △63,081 △23,945

当中間期末残高 3,888,168 4,043,180

EDINET提出書類

株式会社山田クラブ２１(E04731)

半期報告書

44/59



（単位：千円）

前中間会計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年６月30日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △31,488 △35,078

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

2,872 △2,154

当中間期変動額合計 2,872 △2,154

当中間期末残高 △28,616 △37,232

評価・換算差額等合計

当期首残高 △31,488 △35,078

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

2,872 △2,154

当中間期変動額合計 2,872 △2,154

当中間期末残高 △28,616 △37,232

純資産合計

当期首残高 3,919,761 4,032,048

当中間期変動額

中間純損失（△） △63,081 △23,945

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

2,872 △2,154

当中間期変動額合計 △60,209 △26,099

当中間期末残高 3,859,552 4,005,948
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【継続企業の前提に関する事項】

 

　　当中間会計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年６月30日）

ゴルフ場業界におきましては、預託金償還問題、低価格化競争など、依然として厳しい状況が続いております。

かかる状況下、当社は平成14年度に、関係会社の投資に対して減損処理等を実施したことにより債務超過となり

ましたが、株主共通会員化に伴う増資を行ったこと等により、当中間会計期間末の純資産は4,005,948千円とな

りました。

なお、当社グループの、当中間連結会計期間末の純資産は2,692,684千円、会員預り金残高は2,633,867千円と

なり、また、短期借入金は4,744,300千円となりましたが、この状況は、今後の経済情勢及び金利情勢の変動に

よっては、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。当該状況により当社は継続企業の前提に重

要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当該状況を解消すべく当社グループは、今後につきましても引き続き株主共通会員制移行を進め、サービスの

向上・顧客ニーズにあった営業企画の提供及び経費低減により、財務体質の改善と営業成績の向上を図ってま

いります。

しかし、これらの対応策は進捗の途上であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め

られます。

なお、中間財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な不確実性の影響を中間財

務諸表には反映しておりません。
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【重要な会計方針】

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

② その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定)を採用しております。

 

(2) たな卸資産

① 商品

総平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

② 貯蔵品

最終仕入原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)……定額法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が、リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

 

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては財務内容評価法に基づき個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき中間会計期間負担額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計に関する実務指針(中間報告)(日本公認会計士協会　会計制度

委員会報告第13号)に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により当中間会計期間

末において発生していると認められる額を計上しております。

(4) 債務保証損失引当金

関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上し

ております。

 

４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

【追加情報】

当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。
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【注記事項】

(中間貸借対照表関係)

＊１　有形固定資産の減価償却累計額

 

 
前事業年度

(平成23年12月31日)
当中間会計期間
(平成24年６月30日)

有形固定資産 86,702千円 98,295千円

 

＊２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(平成23年12月31日)
当中間会計期間
(平成24年６月30日)

有形固定資産　その他 3,731千円 5,481千円

 

担保付債務は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(平成23年12月31日)
当中間会計期間
(平成24年６月30日)

短期借入金 4,656,500千円 4,463,000千円

 

＊３　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

 

(中間損益計算書関係)

１　減価償却実施額

 

 
前中間会計期間

(自  平成23年１月１日
至  平成23年６月30日)

当中間会計期間
(自  平成24年１月１日
至  平成24年６月30日)

有形固定資産 10,348千円 11,593千円

無形固定資産 35千円 35千円

 

(中間株主資本等変動計算書関係)

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社山田クラブ２１(E04731)

半期報告書

49/59



(リース取引関係)

１．所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　　前事業年度（平成23年12月31日）及び当中間会計期間（平成24年６月30日）

(借主側)

(1) リース取引開始日が平成20年１月１日以降のもの

①　リース資産の内容

ゴルフ場におけるコース整備機械、乗用カート及びゴルフ場システム関連機器(その他)等であります。

②　リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

(2) リース取引開始日が平成19年12月31日以前のもの

重要性が低下した為、注記を省略しております。

 

２．オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。

 

(有価証券関係)

前事業年度(平成23年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額　128,232千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから記載しておりません。

 

当中間会計期間(平成24年６月30日)

子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額　125,000千円)は市場価格がなく、時価を把握することが

極めて困難と認められることから記載しておりません。

 

(資産除去債務関係)

当社の本社オフィスの不動産賃貸借契約には、原状回復義務の条項が付帯されておりますが、当社は将来本社

を移転する計画がないため、当該契約を自動更新契約としております。

従って、当該資産の使用期間が明確でなく、当該契約に基づく資産除去債務を合理的に見積もることができな

いため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
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(１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 

項目
前事業年度

(平成23年12月31日)
当中間会計期間
(平成24年６月30日)

(1) １株当たり純資産額(Ａ法) 55,759円82銭 55,398円88銭

(算定上の基礎)   

純資産の部の合計額(千円) 4,032,048 4,005,948

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 4,032,048 4,005,948

期末の普通株式数(普通株式と同等の株式を含
む)(株)

72,311 72,311

期末の普通株式数(株) 60,000 60,000

期末の優先株式数(株) 12,311 12,311

(2) １株当たり純資産額(Ｂ法) 0円 0銭 0円 0銭

(算定上の基礎)   

純資産の部の合計額(千円) 4,032,048 4,005,948

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 4,032,048 4,005,948

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 0 0

期末の普通株式数(株) 60,000 60,000

(3) １株当たり優先分配相当額   

Ａ種優先株式 352,397円67銭 349,863円96銭

Ｂ種優先株式 200,000円 0銭 200,000円 0銭

(注)　１．１株当たり純資産額（Ａ法）については、純資産額を普通株式と優先株式の発行済株式数の合計で除して算出してお

ります。

　　　２．１株当たり純資産額（Ｂ法）については、純資産額から普通株主に帰属しないと認められる額を控除した額を、普通株式

の発行済株式数で除して算出しております。

　　　　　なお、普通株主に帰属しないと認められる額は、「（3）１株当たり優先分配相当額」をご参照下さい。

 

項目
前中間会計期間

(自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成24年１月１日
至　平成24年６月30日)

(4) １株当たり中間純損失金額 872円36銭 331円15銭

(算定上の基礎)   

中間純損失(千円) 63,081 23,945

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る中間純損失(千円) 63,081 23,945

普通株式数(普通株式と同等の株式を含む)の
期中平均株式数(株)

72,311 72,311

普通株式の期中平均株式数(株) 60,000 60,000

優先株式の期中平均株式数(株) 12,311 12,311
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(注)  潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度(第14期)(自　平成23年１月１日　至　平成23年12月31日)平成24年３月30日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

平成24年９月28日

株式会社山田クラブ２１

取締役会　御中

 

東日本監査法人

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　篠　　原　　重　　男    印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社山田クラブ２１の平成24年１月１日から平成24年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期

間(平成24年１月１日から平成24年６月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連

結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結

財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結

財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間

監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の

表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査

に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監

査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬によ

る中間連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの

ではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連

結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計

方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討すること

が含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社山田クラブ２１及び連結子会社の平成24年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間連結会計期間(平成24年１月１日から平成24年６月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

強調事項
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　継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、当中間連結会計期間末の純資産は2,692,684千円、会員預り金残高は

2,633,867千円、短期借入金は4,744,300千円となり、今後の経済情勢及び金利情勢の変動によっては、財政状態及び

経営成績に影響を与える可能性があり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時

点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が

認められる理由については当該注記に記載されている。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

このような重要な不確実性の影響は中間連結財務諸表に反映されていない。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 
※１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別

途保管しております。

２．中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

平成24年９月28日

株式会社山田クラブ２１

取締役会　御中

東日本監査法人

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　篠　　原　　重　　男    印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

られている株式会社山田クラブ２１の平成24年１月１日から平成24年12月31日までの第15期事業年度の中間会計

期間(平成24年１月１日から平成24年６月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計

算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸

表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表

を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間

監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に

関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係

る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査

手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬によ

る中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じ

て追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの

ではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間

財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計

方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが

含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社山田クラブ２１の平成24年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

(平成24年１月１日から平成24年６月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

強調事項

継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社グループの当中間連結会計期間末の純資産は2,692,684千

円、会員預り金残高は2,633,867千円、短期借入金は4,744,300千円となり、今後の経済情勢及び金利情勢の変動に

よっては、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する

対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を

前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は中間財務諸表に反映されていない。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 ※１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別

途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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